
                      

様式第 1号（第 3条関係） 

審議会等の会議開催のお知らせ 

 

1 会議名 第 58回松江市都市計画審議会 

2 設置根拠 

及び設置年月日 

設置根拠 松江市都市計画審議会条例 

設置   平成 17年 7月12日 

3 所掌事項 

(１)都市計画法第19条の規定により都市計画を決定する場合における事前審議に

関すること。 

(２)市長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。  

(３)都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。 
(４)前3号に掲げるもののほか、市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。 

4 開催日時 令和 6年 11月 7日（木）9時 30分～11時 30分（予定） 

5 開催場所 
松江市役所 本館（新庁舎）3階 第1常任委員会室 

6 議題及び 

 公開・非公開の別 

 

議題 

 ①大規模開発に伴う市街化区域への編入について 

 ②都市計画道路にかかる都市計画変更について 

             【全て公開】 

7 非公開の理由 
 

8 傍聴手続きの方法 

傍聴希望者は、会議の開催 15分前から開催予定時刻までに、当該会議の会場にお

いて受付のうえ、係員の指示に従って入場することができます。 

なお、傍聴の申込手続きは先着順で行い、定員になり次第終了いたします。 

9 傍聴定員 10人 

10 問い合わせ先 
まちづくり部 都市政策課 計画係 

 電話（0852）55－5373 

11 その他 
 

 


